
一般社団法人焼津市観光協会入会申込書 
 

一般社団法人焼津市観光協会 

理 事 ⾧  牧 田 和 夫 様 

 

一般社団法人焼津市観光協会の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。 

年会費           10,000 円 

申込日      令和  年  月  日 

名   称                              

代 表 者 名                         ㊞    

        〒 
所 在 地                               

電 話 番 号                              

F A X 番 号                              

メールアドレス                              

ホ ー ム ペ ー ジ 
ア ド レ ス                                

設立年月日                              

事 業 内 容                              

担 当 者 名                               

担 当 者 連 絡 先 
（ 上 記 と 別 の 場 合）  TEL:           Mail:                   
当協会への 
ご 要 望 等                              
 

次頁「反社会的勢力排除に関する誓約書」へのご署名もお願いします 
 

 

理事長 専務理事 常務理事 事務局長 会員名簿 会 費 FAX処理 H P メール 会員章 受付

処 理 内 容 （ 観 光 協 会 記 入 欄 ）

回覧



反社会的勢力排除に関する誓約書 
   

当社は、下記の事項について誓約をいたします。本誓約書の内容に違反した場合または虚偽の申

告をしたことが判明した場合には、何らの催告無しに貴団体との取引停止または契約解除の取り扱

いを受けても異議を申しません。またこれにより損害が生じた場合でも、一切を当社の責任といた

します。 

  

記 

  

１．当社は、自ら（主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む）が暴力団、暴力団員・準構

成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力

団員等」という)でないこと、並びに、過去５年間もそうでなかったこと、及び次の各号のいずれ

にも該当しないことを表明し、かつ暴力団員等を利用しないことを誓約する。  

  ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること  

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること  

③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって

するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること  

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

る関係を有すること  

⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す

ること  

  

２．当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを誓約す

る。  

① 暴力的な要求行為  

  ② 法的な責任を超えた不当な要求行為  

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為  

  ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務

を妨害する行為  

⑤ その他①から④に準ずる行為  

 

以上の事項に一切の虚偽がないことを宣誓し、以下に署名いたします。 

    令和  年  月  日  

                       住 所： 
 

                       名 称： 
 

                       代表者： 



一般社団法人焼津市観光協会の趣旨、目的及び事業 
 

当法人は、焼津市の自然、文化、歴史、産業など地域の資源を活かすことにより観

光交流を推進するとともに、活力あふれる地域づくりを推進し、地域経済の活性化

の向上することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行っています。 

 

（１）観光客の誘致 
 

（２）観光客に関する情報収集及び発信 
 

（３）観光に関する調査、研究 
 

（４）観光に関する広報、宣伝 
 

（５）観光資源の整備、運営 
 

（６）観光イベント等の企画、実施及び支援 
 

（７）観光事業者等の養成、研修 
 

（８）観光資源、旅行商品、土産物等の企画、制作及び販売 
 

（９）旅行業法に基づく旅行業 
 

（10）観光の振興による地域づくりの普及啓発、相談、助言及び支援に関する事業 
 

（11）観光の振興による地域づくりの調査研究、成果の普及及び受託に関する事業 
 

（12）その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 
 


